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☆ 連絡事項をお伝えします  
１．道外受験（公立・私立）について【保護者向け】 

（１）道外公立受検の出願手続きは、北海道よりも早い傾向があり、年内には 

当該都府県において保護者対象の事前説明会が実施される場合もあります。 

受検校については、遠方であるため中学校に十分な入試データが揃っていないことから、生徒・保護 

者の皆様でご判断いただくことになります。 
 

受検校の近隣に、入試情報（入試レベル等）を収集できる方（ご親戚・知人等）がいらっしゃると安 

心です。なお、道外受検の可能性がある場合は、できるだけ早く担任までお知らせください。 
 

（２）道外私立高校の出願手続きは、本州においては多くの場合「個人Web出願」となります。そのため、 

   手続きは原則として保護者の方にお願いしております。以下の２点についてご対応ください。 
 

① 受験を希望する高校へ直接ご連絡ください。教頭先生または入試担当の先生にご対応いただけます。 
 

② 出願に必要な書類（「募集要項」「願書」「個人調査書用紙」等）を、ご自宅へ送付していただくよう 

ご依頼ください。（教頭先生または入試担当の先生にご対応いただけます） 
 

なお、出願書類一式（「願書」「個人調査書」「学習成績一覧表」「道内公立高校不受検証明書」等）の 

作成および受験校への送付は中学校で行います。その他、中学校での作成が必要な書類がある場合は、 

早めにご連絡ください。 
 

また、転勤・転居の可能性があり進路に影響が見込まれる場合も、速やかにお知らせください。 

高等学校側から「中学校を通しての出願連絡・書類請求」を指示された場合には、中学校にて対応い 

たしますので、速やかにご連絡をお願いいたします。 

 

２．高校入試における特別な配慮について【保護者向け】 

視力や聴力等の不安、またはその他の事情により、高校入試において特別な配慮を希望される場合に 

は、各高等学校において配慮が認められる制度があります。この制度を利用したことにより、入試に 

おいて不利に扱われることはありません。 
 

ただし、申請にあたっては、日常の学校生活において継続的に配慮が行われていることが前提となり 

ます。配慮を希望される場合は、手続きや準備に時間を要するため、できるだけ早い段階で担任まで 

ご相談ください。秋ごろに再度通知をする予定です。 
 

３．高校入学時にかかる諸経費について【保護者向け】 

高校入学にあたっては、授業料以外にも、制服代・教科書代・教材費等 

さまざまな費用が必要となります。また、学科やコースによっては、実 

習費等の費用がかかる場合もあり、特に工業系・専門学科においては高 

額となることがあります。 
 

これらの費用は、入学手続き時期にまとめて必要となることが多いため 

事前に確認しておくことが重要です。つきましては、志望校の学校説明 

会等に参加し、配布資料を受け取るとともに、入学時にかかる諸経費に 

ついてご家庭で十分にご確認いただきますようお願いいたします。 
 
 



４．公立入試に関わる各高等学校の学校裁量について【保護者向け】 

公立（道立・市立）高等学校では、合否判定に用いる資料について、各校に一定の裁量が認められて 

います。詳細については、北海道教育委員会および札幌市教育委員会のホームページ「高校入試」の 

ページでご確認いただけますので、ぜひご覧ください。 

また、保護者の皆様には、10月に実施予定の進路説明会においてもご説明いたします。 

 

５．進路便りおよび学校説明会等の案内について【生徒・保護者向け】 

本校で発行する「進路便り」は、配付とあわせて学校ホームページにも掲載しております。バックナ 

ンバーもご覧いただけますので、適宜ご確認ください。なお、今後は校内の進路コーナーにも掲示す 

る予定です。 
 

進路に関する重要な情報は、特に秋以降に多く発信されますが、生徒からの配付物がご家庭に届かな 

い場合も見受けられます。恐れ入りますが、進路便りについてはご家庭でもホームページをご確認い 

ただくとともに、お子様にも配付物の有無をご確認ください。 
          

また、高等学校の説明会やオープンキャンパス等の案内につい 

ては、進路便りは随時発行となるため、情報の掲載時期に若干 

のずれが生じる場合があります。 
 

特に私立高等学校からの案内は、生徒数分が学校に届き、随時 

配付しておりますが、すべての案内をその都度進路便りに掲載 

することは、発行時期との関係上難しい状況です。そのため、 

進路便りへの掲載は原則として行っておりません。 
 

重要な内容が含まれている場合もありますので、ご家庭におか 

れましてはお子様に配付物の有無をご確認いただくとともに、 

生徒の皆さんは必ず保護者の方へ渡すようにしてください。 
 

一方で、公立高等学校については、生徒全員分の案内が届かな 

い場合もあることから、必要に応じて進路便りに掲載すること

があります。 

 
 
 
 
 

また、各種説明会や部活動体験等の実施方法や案内の有無は高等学校によって異なりますので、各高 

等学校のホームページ等もあわせてご確認いただきますようお願いいたします。 
 

説明会やオープンキャンパスには、可能な範囲で保護者の皆様もご参加いただくことをおすすめいた 

します。なお、高等学校によっては、保護者の参加が制限されている場合や、説明会を実施せずホー 

ムページ上で動画配信のみを行う場合もありますので、あらかじめご確認ください。 

 

６．生徒手帳の扱いについて【生徒向け】 

来年３月、公立高校入試の当日点は、合否発表後に受検した高校において、本人にのみ開示されます。 

その際には、「受検票」と「生徒手帳」が必要となります。大切な書類となりますので、１年間紛失や 

破損のないよう、日頃から丁寧に扱ってください。 

 

                                                                                                  


